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教育・保育の供給過剰地域における認定こども園移行の在り方について 

 

＜現支援事業計画における認定こども園移行に関する記載内容＞ 

 認定こども園への移行の推進について、待機児童解消のための確保方策として、幼稚

園からの認定こども園への移行を推進することについて示されている。 

 

＜認定こども園への移行状況＞ 

第１期計画期間 野田学園幼稚園(H27.4.1～)、阿知須幼稚園(H29.4.1～)、 

旭幼稚園(H30.4.1～) 

第２期計画期間 山口中央幼稚園(R2.4.1～)、山口みなみこども園(R4.4.1～)、 

鴻城幼稚園(R4.4.1～)、 

明星幼稚園(R5.4.1～)、菅内幼稚園(R6.4.1～) 

 

＜課題＞ 

 供給過剰地域の認定こども園移行の在り方の検討について 

【（1 号(幼稚園部分)）】 

保育所の認定こども園化 

近年、保育所からも認定こども園に移行したい旨の意向

が出ている。市内全域において１号の需要が年々減少し

ており供給過剰となっている中での保育所の認定こど

も園移行の在り方の検討 

【2,3 号(保育機能部分)】 

待機解消後の幼稚園の認

定こども園化 

2,3 号についても近い将来、供給過剰となることが考え

られ、そのような状況となった場合の、幼稚園の認定こ

ども園移行の在り方の検討 

 

＜供給過剰地域での認定こども園移行に関する国の考え方＞ 

〇「認定こども園への移行について」 

(H26.4.1内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室事務連絡) 

〇「幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整に係る特例措

置の再周知について（依頼）」 

（H25.12.18内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室事務連絡） 

 

 

 

 

 

５ 

【国の通知やＦＡＱの要点】 

・供給過剰地域においても、認可・認定を可能とすることを前提 

・適切な需給状況が確保されるよう、既存施設の現在の利用状況等を勘案し、地方

版子ども・子育て会議における議論等により透明性を確保すること。 



＜特例措置（県計画で定める数）のイメージ＞ 

 

 

 

＜市子ども・子育て会議における議論の方法と今後の流れについて（案）＞ 

 供給過剰地域での認定こども園移行に関することについて、これまで市子ども・子育

て会議における議論がなされていない状況であり、その考え方についての議論を 

「（仮称）山口市幼児教育・保育サービス検討懇話会」において行い、その議論の内

容について子ども・子育て会議に改めて諮問を行い、最終的に子ども・子育て支援事

業計画に掲載を行う。 
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